
様式第２号（第６条関係）

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

日公表年 月

工 事 種 別 及 び 概 要

工 期 着手 年 月 日 完成 年 月 日

執 行 方 法

随 意 契 約 理 由

上 記 根 拠 法 令

予 定 価 格
円

（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 者 の 住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 ・ 氏 名

契 約 日 年 月 日

契 約 金 額
円

（消費税及び地方消費税を含む）

令和 6 12 9

工 事 名 上水工 - 5 市道花輪小坂線配水管更新工事（その２）

工 事 場 所 鹿角市十和田山根字前田地内

工事　１工区　配水管（ＰＥΦ７５）　Ｌ＝１２２．０ｍ　２工区　配水管（ＰＥΦ
７５）　Ｌ＝４．０ｍ　給水接続　Ｎ＝１０箇所　※週休２日制対象工事

令和 6 8 30 令和 6 12 13

随意契約

　本工事は入札不調を繰り返していたが、令和４年度からの
継続事業であり、今年度は既設管との接続作業および給水管
の切り換えを予定しているため、市内業者と協議して随意契
約としたい。
　各業者と協議した結果、有限会社児玉設備工業１社のみ
対応可能であることから、見積徴取のうえ随意契約する。
　以上より、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項
第８号により随意契約する。

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第８号

5,797,000

秋田県鹿角市八幡平字下モ和志賀149-2

有限会社児玉設備工業　代表取締役　児　玉　一　也

令和 6 8 29

5,764,000
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  本工事は令和４年度からの継続事業であり、今年度は既設管との接続作業及び給水管の切換えを行うものである。　入札不調が続いたため、各業者と協議した結果、下記業者１社のみが対応可能であったことから、見積徴取の上随意契約する。


